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平
成
19
年
第
26
回
定
例
会（
３
月
定
例
会
）は
、３
月
２

日
に
招
集
さ
れ
、３
月
23
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。�

　
本
定
例
会
で
は
、
52
議
案
が
可
決
成
立
し
ま
し
た
。�

県
知
事
・
県
議
会
議
員
選
挙
に
伴
う
ポ
ス
タ
ー
掲
示
板
借

上
に
伴
う
専
決
処
分
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。�

　
ま
た
、人
事
案
件
２
件
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
同
意
さ

れ
ま
し
た
。�

��������������

◆
筑
後
市
監
査
委
員
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て�﹇

全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、

監
査
委
員
の
定
数
が
法
で
定
め

ら
れ
た
た
め
、
現
行
の
条
例
中
、

不
要
と
な
っ
た
条
文
を
削
除
す

る
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
附
属
機
関
の
設
置
に

関
す
る
条
例
及
び
特
別
職
の
職

員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て�﹇

全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
高
齢
者
福
祉
推
進
の
た
め
、�

「
筑
後
市
介
護
保
険
運
営
協�

�����������

議
会
」
と
「
筑
後
市
介
護
保
険

事
業
計
画
等
審
議
会
」
を
整
理

統
合
し
、
「
２
０
１
５
年
の
高

齢
者
福
祉
を
考
え
る
委
員
会
」

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
今
回

可
決
成
立
し
た「
ち
っ
ご
の
生
命

を
つ
な
ぐ
食
育
条
例
」
に
基
づ

き
「
ち
っ
ご
の
生
命
を
つ
な
ぐ

食
育
運
動
推
進
会
議
」
を
設
置

す
る
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て�﹇

賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈�

　
厳
し
い
財
政
環
境
の
下
、
平

成
19
年
度
に
つ
い
て
は
、
市
長

は
条
例
に
定
め
る
額
の
２
割
、

助
役
（
４
月
１
日
か
ら
は
「
副

市
長
」
）
と
教
育
長
は
そ
れ
ぞ

れ
１
割
、
給
与
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。�

◆
筑
後
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
人
事
院
勧
告
に
伴
い
、
３
人

目
以
降
の
子
等
に
か
か
る
扶
養

手
当
を
一
、
０
０
０
円
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。�

　�◆
筑
後
市
退
職
手
当
支
給
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
教
育
委
員
会
に
は
、
現
在
県

か
ら
指
導
主
事
が
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
平
成
19
年
度
か
ら

は
市
で
採
用
す
る
こ
と
に
伴
う

も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
行
政
財
産
使
用
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
市
が
所
有
す
る
土
地
に
工
作

物
等
を
設
置
す
る
場
合
の
使
用

料
を
定
め
る
条
例
で
す
が
、
今

回
の
改
正
は
使
用
料
を
徴
収
す

る
工
作
物
等
に
自
動
販
売
機
等

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
法
の
改
正
に
よ
り
、
住
民
基

本
台
帳
の
閲
覧
を
大
幅
に
制
限

す
る
と
と
も
に
手
数
料
の
徴
収

基
準
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
立
病
院
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
設
置
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

が
発
足
し
た
た
め
、
事
業
所
を

廃
止
す
る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い

ま
し
た
が
、
現
在
の
利
用
者
が

他
の
事
業
所
へ
移
行
が
完
了
す

る
ま
で
業
務
を
行
う
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
移
行
が
完
了

し
た
た
め
、
条
例
を
廃
止
す
る

も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
介
護
予
防
拠
点
施
設

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
Ｊ
Ａ
古
川
支
所
跡
に
設
置
し

た
施
設
に
つ
い
て
、
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
敬
老
祝
金
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈�

　
敬
老
祝
金
に
つ
い
て
は
、
支

給
要
件
を
変
更
し
、
予
算
の
範

囲
内
で
継
続
す
る
と
の
執
行
部

か
ら
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。�

�

◆
ち
っ
ご
の
生
命
を
つ
な
ぐ
食

育
条
例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
「
食
育
基
本
法
」
に
基
づ
き
、

市
が
「
食
育
推
進
基
本
計
画
」

を
作
成
す
る
こ
と
に
伴
い
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て�﹇

全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
筑
後
市
行
政
財
産
使
用
料
条

例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
整
合
性
を
図
る
た
め

の
改
正
で
す
。�

�

◆
筑
後
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
筑
後
市
行
政
財
産
使
用
料
条

例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
整
合
性
を
図
る
た
め

の
改
正
で
す
。
ま
た
、
こ
の
条

例
に
は
、
現
在
「
指
定
管
理
者
」

に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
、「
市

民
の
森
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
」
が
含

ま
れ
る
た
め
、
市
長
や
議
員
等

が
指
定
管
理
者
と
し
て
関
与
す

る
場
合
の
規
制
を
定
め
る
も
の

で
す
。�

い
の
ち�

い
の
ち�

い
の
ち�


